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情報あらかると

ＦＭびゅ～（８４．２メガヘルツ）で市内のイベント情報やまちのトピックスを放送しています。
毎週月曜日 ７時５７分、１７時２９分ごろ 問い合わせ 情報推進グループ（緯碓８５６５８６）

定
額
給
付
金
の
申
請
期
限
は
９
月

日
２４

木
で
す
。
期
限
を
過
ぎ
る
と
申
請
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
方
や

申
請
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
方
法

申
請
書
、
身
分
証
明
書
と

通
帳
の
コ
ピ
ー
を
同
封
の
『
返
信
用
封

筒
』
に
入
れ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
市
役
所
（
商
工
労
政
グ
ル
ー
プ
）
、

各
支
所
で
も
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
※
詳
し
く
は
同
封
の
説
明
書
な
ど
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

定
額
給
付
金
対
策
室

（
商
工
労
政
Ｇ
・
緯
碓８５
２
１
７
１
）

定
額
給
付
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

都
市
計
画
道
路
事
業
の

お
知
ら
せ

道
道
上
登
別
室
蘭
線
（
中
央
通
）
の
拡

幅
事
業
は
、
現
在
、
富
岸
川
に
架
か
る
富

穂
橋
付
近
か
ら
総
合
体
育
館
付
近
ま
で
の

事
業
（
１
工
区
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

５
月

日
木
か
ら
、
高
速
道
路
登
別
室
蘭

２８

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
入
口
付
近
ま
で
の
事

業
（
２
工
区
）
に
着
手
し
て
い
ま
す
。

▼
事
業
期
間

５
月

日
～
平
成

年
３

２８

２６

月

日
３１

▼
関
係
図
書
の
閲
覧

都
市
計
画
・
公
園

グ
ル
ー
プ
で
、
期
間
中
の
９
時
～

時
１７

分
（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

３０
▼
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
・
公
園
Ｇ

（
緯
碓８５
４
１
１
５
）

平
成

年
度
排
水
設
備
工
事

２１

責
任
技
術
者
試
験
の
お
知
ら
せ

日
本
下
水
道
協
会
北
海
道
地
方
支
部
は
、

排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
全
道
統
一

試
験
と
試
験
講
習
を
行
い
ま
す
。

▼
試
験
日
時

月
５
日
木

時

分

１１

１３

３０

※
講
習
は

月
に
室
蘭
市
で
行
い
ま
す
。

１０

▼
試
験
地

室
蘭
市

▼
受
験
・
受
講
料

受
験
料
４
千
円
、
受

講
料
３
千
円
（
テ
キ
ス
ト
代
を
含
む
）

※
試
験
の
合
格
者
は
日
本
下
水
道
協
会
北

海
道
地
方
支
部
に
登
録
さ
れ
ま
す
。

▼
申
し
込
み

９
月
１
日
火
か
ら

日
木

１０

（
た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
は
除
く
）
ま

で
に
下
水
道
Ｇ
（
緯
碓８５
９
０
５
２
）
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土砂災害防止法に基づく『土砂災害警戒区域』などの指定について

凡例
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

登別温泉
ふれあいセンター
登別温泉
ふれあいセンター
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泉源公園泉源公園
旧登別温泉小学校旧登別温泉小学校

問い合わせ
総務グループ（緯碓８５１１３０）

土土砂災害防止法では、がけ崩れ、土石流、地すべり土砂災害防止法では、がけ崩れ、土石流、地すべりとと
いった土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害いった土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のの
危険性のある区域を明らかにするとともに、必要な対危険性のある区域を明らかにするとともに、必要な対策策
を推進し、総合的な土砂災害対策を講じることとしてを推進し、総合的な土砂災害対策を講じることとしておお
り、都道府県が基礎調査を行い市町村長の意見を聞いり、都道府県が基礎調査を行い市町村長の意見を聞いたた
上で、知事が『土砂災害警戒区域』、『土砂災害特別上で、知事が『土砂災害警戒区域』、『土砂災害特別警警
戒区域』を指定することとしています戒区域』を指定することとしています。。

市内では、６月９日火よ市内では、６月９日火よりり登別温泉町の次の区域が登別温泉町の次の区域が
『土砂災害警戒区域』『土砂災害特別警戒区域』に指『土砂災害警戒区域』『土砂災害特別警戒区域』に指定定
されましたのでお知らせしますされましたのでお知らせします。。

○土砂災害警戒区域と○土砂災害警戒区域とはは
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円滑滑

な避難誘導など、警戒避難体制の整備を図る区域ですな避難誘導など、警戒避難体制の整備を図る区域です。。

○土砂災害特別警戒区域と○土砂災害特別警戒区域とはは
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民にに

著しい危害が生じる恐れのある区域において、さらに著しい危害が生じる恐れのある区域において、さらに、、
特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅のの
移転勧告などの対策を行う区域です移転勧告などの対策を行う区域です。。


